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(54)【発明の名称】 内視鏡用高周波切開具

(57)【要約】
【課題】切開処置の最中に切開具と人体組織との相対的
位置関係が不意に変動しても、切開中の人体組織に対し
て棒状電極が大きく変位せず、安全に切開処置を行うこ
とができる内視鏡用高周波切開具を提供すること。
【解決手段】電気絶縁性のシース１の先端から前方に突
出する棒状電極３に高周波電流を通電可能に構成した内
視鏡用高周波切開具において、棒状電極３を、導電性の
金属撚り線によって形成した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】電気絶縁性のシースの先端から前方に突出
する棒状電極に高周波電流を通電可能に構成した内視鏡
用高周波切開具において、
上記棒状電極を、導電性の金属撚り線によって形成した
ことを特徴とする内視鏡用高周波切開具。
【請求項２】上記棒状電極を形成する撚り線の先端の撚
りがほつれないように、撚り線の素線どうしが先端部分
において互いに固着されている請求項１記載の内視鏡用
高周波切開具。
【請求項３】上記シースの基端側からの操作によって、
上記シースの先端からの上記棒状電極の突出長を調整す
ることができる請求項１又は２記載の内視鏡用高周波切
開具。
【請求項４】上記棒状電極が、上記シースの先端部分の
軸線の延長線方向に真っ直ぐな一本の棒状に形成されて
いる請求項１、２又は３記載の内視鏡用高周波切開具。
【請求項５】上記棒状電極の先端がＬ字状に曲がって形
成されている請求項１、２又は３記載の内視鏡用高周波
切開具。
【請求項６】上記棒状電極の先端の少なくとも表面部分
が、電気絶縁材になっている請求項１、２、３又は４記
載の内視鏡用高周波切開具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡の処置具
挿通チャンネルに通して使用され、高周波電流を通電し
て人体組織を切開する内視鏡用高周波切開具に関する。
【０００２】
【従来の技術】図６は従来の内視鏡用高周波切開具を示
しており、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿通される
電気絶縁性の可撓性シース９１の先端から前方に、例え
ばステンレス鋼棒材等からなる棒状電極９２が突出して
いる。
【０００３】そして、可撓性シース９１の基端側からの
操作により、棒状電極９２に任意に高周波電流を通電す
ることができるようになっており、通電中の棒状電極９
２に触れた人体組織が焼灼されながら切開される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】そのような切開処置の
最中に、例えば術者が内視鏡の湾曲操作ノブに触れて内
視鏡の先端部分が変位してしまったり、患者が咳払い等
をして人体組織側が急に動いたりすると、切開具と人体
組織との相対的位置関係が変動する。
【０００５】すると、棒状電極９２は剛体に近いものな
ので、図６に二点鎖線で示されるように、切開中の人体
組織に対して棒状電極９２が大きく変位して、人体組織
が予定外の深さまで切開されてしまう場合がある。
【０００６】そこで本発明は、切開処置の最中に切開具
と人体組織との相対的位置関係が不意に変動しても、切
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開中の人体組織に対して棒状電極が大きく変位せず、安
全に切開処置を行うことができる内視鏡用高周波切開具
を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用高周波切開具は、電気絶縁性のシ
ースの先端から前方に突出する棒状電極に高周波電流を
通電可能に構成した内視鏡用高周波切開具において、棒
状電極を、導電性の金属撚り線によって形成したもので
ある。
【０００８】なお、棒状電極を形成する撚り線の先端の
撚りがほつれないように、撚り線の素線どうしが先端部
分において互いに固着されているとよく、シースの基端
側からの操作によってシースの先端からの棒状電極の突
出長を調整することができるようにしてもよい。
【０００９】また、棒状電極が、シースの先端部分の軸
線の延長線方向に真っ直ぐな一本の棒状に形成されてい
てもよく、棒状電極の先端がＬ字状に曲がって形成され
ていてもよい。また、棒状電極の先端の少なくとも表面
部分が電気絶縁材になっていてもよい。
【００１０】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２は、本発明の第１の実施例の内視鏡用高
周波切開具を示しており、１は、例えば直径が２ｍｍ程
度で全長が２ｍ程度の四フッ化エチレン樹脂製チューブ
等からなる電気絶縁性の可撓性シースであり、内視鏡５
０の処置具挿通チャンネル５１に通して使用される。
【００１１】可撓性シース１内には、導電性のある可撓
性の操作ワイヤ２がほぼ全長にわたって軸線方向に進退
自在に挿通配置されており、操作ワイヤ２の先端には、
可撓性シース１の先端から前方に突出する状態に棒状電
極３が連結されている。
【００１２】可撓性シース１の基端に連結された操作部
１０には、操作ワイヤ２の基端部分が連結された電気絶
縁性の摘まみ１１と、図示されていない高周波電源コー
ドが接続される接続端子兼ワイヤ固定ネジ１２等が配置
されている。
【００１３】そのような構成により、接続端子兼ワイヤ
固定ネジ１２を緩めれば、操作ワイヤ２を軸線方向に進
退させて可撓性シース１の先端からの棒状電極３の突出
長を調整することができる。
【００１４】そして使用時には、接続端子兼ワイヤ固定
ネジ１２を締め込むことによって、操作ワイヤ２が操作
部１０に固定されて可撓性シース１の先端からの棒状電
極３の突出長が固定され、操作ワイヤ２を介して棒状電
極３に任意に高周波電流を通電することができる。
【００１５】図１は内視鏡用高周波切開具の先端部分を
示しており、可撓性シース１の先端には、可撓性シース
１の内径よりやや小さな径の通孔５ａが軸線位置に形成
された電気絶縁性の先端ストッパ５が固定的に取り付け
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られている。
【００１６】操作ワイヤ２と棒状電極３とは、先端スト
ッパ５の通孔５ａを通過できない太さの金属パイプ製の
連結管４により、可撓性シース１内で連結されている。
したがって棒状電極３は、連結管４の先端が先端ストッ
パ５の内面に当接する図１に示される状態より前方には
突出しない。
【００１７】棒状電極３は、導電性のある例えば複数の
ステンレス鋼線を撚り合わせた撚り線によって、可撓性
シース１の先端部分の軸線の延長線方向に真っ直ぐな一
本の棒状に形成されており、操作ワイヤ２をそのまま前
方に延長して形成しても差し支えない。
【００１８】棒状電極３の直径は例えば０．３～１ｍｍ
程度であり、３～３７本程度の素線を撚り合わせた撚り
線が用いられている。なお、撚り線の外径が０．５～
０．９ｍｍ程度で素線数１９本程度が最も好ましいが、
状況に応じてそれに適した撚り線を用いればよい。
【００１９】棒状電極３の先端部分３ａは、素線どうし
が互いに溶着されて撚りが解けないようになっており、
両端部以外の部分は、素材の撚り線のままの状態になっ
ている。
【００２０】その結果、棒状電極３は一本のステンレス
鋼棒等によって形成される場合に比べて遙かに柔軟な弾
性と反発性を有しており、図１に二点鎖線で示されるよ
うに外力によって容易に撓んで、外力が取り除かれると
元の真っ直ぐな状態に戻る。
【００２１】このように構成された実施例の内視鏡用高
周波切開具を用いる際は、図３に示されるように、棒状
電極３を人体組織の粘膜面に押し付けて高周波電流を通
電することにより、人体組織が焼灼されながら切開され
る。
【００２２】そして、そのような切開処置の最中に、内
視鏡側又は人体組織側が急に動いて切開具と人体組織と
の相対的位置関係が不意に変動しても、撚り線で形成さ
れた棒状電極３が弾力的に変形するので、図３に二点鎖
線で示されるように切開中の人体組織に対して棒状電極*
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*３が大きく変位せず、意に反する切開はごく僅かしか行
われない。
【００２３】なお、本発明は上記実施例に限定されるの
ではなく、例えば棒状電極３が可撓性シース１の先端に
固定された構成にしても差し支えない。また、図４に示
されるように、棒状電極３の先端部分がＬ字状に曲がっ
たもの、或いは図５に示されるように、棒状電極３の先
端に電気絶縁性の先端チップ３ｂが取り付けられたもの
（又は、それに代えて棒状電極３の先端部分に電気絶縁
被覆処理を施したもの）などにも本発明を適用すること
ができる。
【００２４】
【発明の効果】本発明によれば、棒状電極を導電性の金
属撚り線によって形成したことにより、棒状電極が柔軟
な弾性と反発性を有するので、切開処置の最中に切開具
と人体組織との相対的位置関係が不意に変動しても、切
開中の人体組織に対して棒状電極が大きく変位せず、安
全に切開処置を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波切開具
の先端部分の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波切開具
の全体構成の側面略示図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波切開具
の使用状態の先端部分の側面断面図である。
【図４】本発明の第２の実施例の内視鏡用高周波切開具
の先端部分の側面断面図である。
【図５】本発明の第３の実施例の内視鏡用高周波切開具
の先端部分の側面断面図である。
【図６】従来の内視鏡用高周波切開具の使用状態の先端
部分の側面図である。
【符号の説明】
１  可撓性シース
２  操作ワイヤ
３  棒状電極
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